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１ 計画策定の背景と目的
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少子高齢化が進み、核家族化の進行や女性の社会進出、勤労形態の多様化に伴い、子育てへの不安や孤立感を抱える保護者の増加、
家庭や地域の養育力の低下など、子どもや子育てを取りまく環境は大きく変化しており、次代を担う子ども達を森町で安心して、育
てられる環境づくりが求められています。

このような状況の中、保育所に求められる保育ニーズにも変化が見られることや、保育に欠ける児童の保育に限らず、様々な子育
て支援事業等の実施についても検討が必要とされています。

保育所は安心して通所できるよう、お住まいの近くに設置されることが望ましいですが、地域的な児童数減少や施設老朽化に伴い、
利用者や地域住民の方々などのご理解をいただき、平成28年度末に港町保育所と鷲ノ木保育所を、令和元年度末に濁川保育所を、や
むなく3か所の町立保育所を閉所してきたところです。

現在、当町における町立保育所は、森保育所、新川保育所、尾白内保育所の３保育所を運営しておりますが、新川保育所が昭和４
５年、森保育所が昭和４８年、尾白内保育所が昭和５６年の建設と施設の老朽化が進んできています。

今後の幼児教育・保育施設等整備の方向性としては、保育士が保育所入所児童を安全に保育できる施設規模、かつ過大な施設整備
とならないよう、森保育所と新川保育所を統合して「新たな保育所」を整備し、尾白内保育所は、砂原地区3歳未満児の受皿を兼ね
た保育機能の確保のため当面継続して運営していきますが、著しく入所児童の減少が続く場合などには、「新たな保育所」への統合
に向けて検討していきます。

町立幼稚園については、現在実施している森幼稚園耐震診断の結果や、今後の入園児童数の推移、保護者のニーズ等も考慮しなが
ら、できる限り存続させていきます。

教育施設としての幼稚園、保育施設としての保育所それぞれの役割を担い、利用者が引き続き教育・保育施設を自由に選択できる
環境づくりを行っていきます。

こうしたことから、第２次森町総合開発振興計画を基本とし、町の基幹的な保育所としての役割を担えるものとなるよう、施設規
模や建設候補地、町立保育所としての機能・役割、スケジュールなどを盛り込み、施設整備へ向けた方向性を示すため「森町保育所
整備計画」を策定するものです。



施設名 建設年 構 造 面積 定員 開所時間

森保育所 Ｓ４８ 補強コンクリートブロック 601.53㎡ 100人

7:45～18:00
（月曜日から土曜日）新川保育所 Ｓ４５ 補強コンクリートブロック 336.96㎡ 60人

尾白内保育所 Ｓ５６ 鉄骨 602.88㎡ 50人

港町保育所 Ｓ４７ 補強コンクリートブロック 311.04㎡ 45人 ※平成28年度末閉所

鷲ノ木保育所 Ｓ４３ 補強コンクリートブロック 223.10㎡ 45人 ※平成28年度末閉所

濁川保育所 Ｓ３８ 補強コンクリートブロック 164.61㎡ 40人 ※令和元年度末閉所

２ 町立保育所の施設概要

（１）森保育所

清澄町に設置されています。トイレ（水洗化含む）整備、各保育室スペース確保、乳児保育室整備、職員室スペース確保、調理室スペース確保、
駐車場スペース確保などが課題で、現状の敷地面積及び建物面積が狭く整備が困難となっています。

（２）新川保育所

常盤町に設置されています。トイレスペースの確保、乳児保育室整備、職員室スペース確保、調理室スペース確保、駐車場スペース確保などが課
題で、現状の敷地面積及び建物面積が狭く整備が困難となっています。

（３）尾白内保育所

尾白内町に設置されています。今後、施設の経過観察をしながら、屋上防水シート改修、屋根・外壁塗装などの改修などが必要です。
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３ 町立保育所等の分布図

町立濁川保育所
（令和元年度末閉所）

駒ヶ岳保育園

町立鷲ノ木保育所
（平成28年度末閉所）

鳥崎保育園

町立港町保育所
（平成28年度末閉所）

町立尾白内保育所

町立森保育所

こひつじ保育園

町立さわら幼稚園

町立新川保育所

町立森幼稚園
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（各年度５月１日時点人数）

施設名 区分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 R3

町立森保育所 認可 ６３ ６０ ４８ ６４ ９１ ８９ ９３ ８２ ７２

町立新川保育所 認可 ３５ ２９ ２８ ３３ ４４ ４２ ４９ ５０ ４７

町立尾白内保育所 認可 ４４ ４３ ３８ ３４ ４７ ５３ ４７ ３０ ２６

町立港町保育所 認可 ２３ ２６ ２４ ２２ － － － － －

町立鷲ノ木保育所 認可 ３２ １８ １７ １６ － － － － －

町立濁川保育所 認可外 １０ ９ ８ １２ １２ ９ ８ － －

鳥崎保育園 認可外 ２１ １８ ２４ ２８ ２４ ２１ １１ １３ １０

駒ケ岳保育園 認可外 １８ １７ １５ １２ ９ ９ ８ ８ １１

こひつじ保育園 認可外 １７ ２５ ２０ １７ ２０ ２４ ２１ ２６ ２４

町立森幼稚園 幼稚園 ５５ ５２ ６１ ６９ ６７ ４９ ４９ ３８ ３３

町立さわら幼稚園 幼稚園 ６４ ５０ ５５ ４７ ４９ ４２ ３６ ３８ ４５

広域入所 広域入所 ４ １ ４ ３ ０ ３ １ １ ２

合 計 ３８６ ３４８ ３４２ ３５７ ３６３ ３４１ ３２３ ２８６ ２７０

４ 町立保育所等入所児童数の推移

当町における町立保育所入所児童数は、平成27年度まで毎年減少傾向にありましたが、平成28年度より増加傾向に転じました。増加の要因とし
ては、女性の社会進出や、国や町が進めた幼児教育・保育の段階的無償化（保育料負担軽減策）の影響が大きいものと考えられますが、令和2年度よ
り再び減少傾向となっています。
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区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4見込 R5見込 R6見込

町立認可保育所人数
（施設利用割合）

１９７人
(51.0％)

１７６人
(50.6％)

１５５人
(45.3％)

１６９人
(47.3％)

１８２人
(50.1％)

１８４人
(54.0％)

１８９人
(58.5％)

１６２人
(56.6％)

１４５人
(53.7％)

１３５人
(53.6%)

１２５人
(53.4%)

１１７人
(53.7%)

町立幼稚園人数
（施設利用割合）

１１９人
(30.8％)

１０２人
(29.3％)

１１６人
(33.9％)

１１６人
(32.5％)

１１６人
(32.0％)

９１人
(26.7％)

８５人
(26.3％)

７６人
(26.6％)

７８人
(28.9％)

７３人
(29.0%)

６８人
(29.0%)

６３人
(28.9%)

認可外保育施設人数
（施設利用割合）

６６人
(17.1％)

６９人
(19.8％)

６７人
(19.6％)

６９人
(19.3％)

６５人
(17.9％)

６３人
(18.5％)

４８人
(14.9％)

４７人
(16.4)％

４５人
(16.7％)

４２人
(16.7%)

３９人
(16.7%)

３６人
(16.5%)

広域入所人数
（施設利用割合）

４人
（1.0％)

１人
(0.3％)

４人
(1.2％)

３人
(0.8％)

０人
(0.0％)

３人
(0.9％)

１人
(0.3％)

１人
(0.4％)

２人
(0.7％)

２人
(0.8%)

２人
(0.9%)

２人
(0.9%)

施設利用人数合計 ３８６人 ３４８人 ３４２人 ３５７人 ３６３人 ３４１人 ３２３人 ２８６人 ２７０人 ２５２人 ２３４人 ２１８人

4月1日時点
就学前児童数(0歳～5歳) ６７４人 ６５２人 ６１０人 ５９４人 ５９２人 ５３１人 ４８７人 ４３４人 ３９１人 ３６４人 ３３９人 ３１５人

（各年度5月１日時点）

５ 区分別施設利用人数（施設利用割合）及び就学前児童数の推移
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区分別施設利用人数は、就学前児童数とともに減少傾向にあります。また、区分別施設利用割合9年間の実績平均（H25～R3）は、町立認可保育
所51.9%、町立幼稚園29.7％、認可外保育施設17.8%、町内在住者の町外施設を利用する広域入所0.6%となっています。

一方、参考数値となりますが、就学前児童数に対しての施設利用割合は、平成28年度に60％を超えはじめ、令和元年度には66.3%となりました。
要因は施設入所児童数増加と同じく、女性の社会進出や、国や町が進めた幼児教育・保育の段階的無償化（保育料負担軽減策）により、施設利用者
が増加、特に保育士を必要とする３歳未満児の施設利用が増加し、全国的に保育士不足に陥り、「待機児童問題」が発生した事は記憶に新しいとこ
ろで、都心部では未だに深刻な問題となっています。

また、現在森町立保育所での入所可能年齢は1歳10ヶ月としていることから、今後、乳児（0歳）保育を実施した場合は、町立保育所の施設利用
割合が増加することが予測されます。

※R4以降の就学前児童数の見込は、H25～R3就学前児童数の平均減少率93％を乗じて算出。R4以降の区分別施設利用人数の見込は、R3就学前児童数に対する各施設利用率（認可
保育所37％、町立幼稚園20％、認可外保育施設11.5%、広域入所0.5%）を就学前児童数に乗じて算出。



（各年度4月1日時点人数）

６ 町立保育所保育士数の推移
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これまで当町では、平成22年に策定した「第２次森町行財政改革大綱（平成22年度～平成26年度）」に掲げられた改革を実現するため、「第2
次森町集中改革プラン」を策定し、その中でも定員管理の適正化については、より効率的に職員数の抑制を進めていくため中長期的な視点に立ち、
具体的な数値目標を明確にした「森町職員適正化計画」を策定しました。

厳しい行財政状況を踏まえ、各種事業・施策の効率化、事務処理の簡素化の推進など事務事業を見直しつつ定員管理の適正化を進め、保育士退職
者の欠員補充も最小限に抑え、臨時職員保育士を採用するなど人件費の抑制を図り、保育所の運営を進めてきました。

ところが、全国的な保育士不足に陥り、「待機児童問題」が発生し、当町においても同様に保育士が不足し、臨時職員での保育士確保が困難とな
りました。この様な状況から、平成２８年度より町立保育所へ在籍している臨時職員保育士及びパート保育士を正職員化する取り組みを実施すると
ともに、新規採用保育士を正職員として募集することで、保育士確保に努めているところです。

新たな保育所整備と同時に、乳児（０歳児）保育やその他事業等を実施した場合は、更なる保育士確保が必要と見込まれますが、今後の入所児童
数や実施事業並びに行財政事情等を勘案しつつ適正な保育士配置に努めます。

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 R3

正職員保育士 １７ １７ １６ １７ １７ ２０ ２６ ２６ ２５

臨時職員保育士
（会計年度フルタイム） １３ １４ １３ １３ １１ ８ ４ ３ ３

パート職員保育士
（会計年度パート） ２３ ２３ ２１ １７ ２０ ２０ ２２ ２３ １９

合 計 ５３ ５４ ５０ ４７ ４８ ４８ ５２ ５２ ４７



７ 保育所整備の基本的考え方
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（１）具体的な保育所整備方法について

保育士が保育所入所児童を安全に保育できる施設規模、かつ過大な施設整備とならないよう、森保育所と新川保育所を統合して「新たな保育所」
を整備し、尾白内保育所は、砂原地区3歳未満児の受皿を兼ねた保育機能の確保のため、当面継続して運営していきますが、著しく入所児童の減少
が続く場合などには、「新たな保育所」への統合に向けて検討していきます。

（２）位置付け・役割について

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設とされる「認定こども園」ですが、幼稚園と保育所は法的性格
や目的も異なる施設であり、必要な免許や資格も異なります。

新たに整備する施設では認定こども園を選択せず、教育施設である幼稚園、保育施設としての保育所それぞれの役割を担い、新たな保育所として、
産業構造の変化や女性の社会進出などによる３歳未満児の入所増加への対応など、多様化する保育ニーズに応えられる町立保育所としての役割を
担ってまいります。

（３）保護者のニーズ等について

保護者等へのアンケート調査や今後実施する説明会などによるニーズを踏まえるとともに、保育士等の労働環境も考慮しつつ新たな保育所を整備
します。

（４）新たな保育所の目指す姿について

妊娠・出産・子育ての相談窓口となる「森町子育て世代包括支援センター（森町保健センター内）」との連携を図りながら、町の保育目標である
「明るく元気な子」「仲良く遊べる子」「思いやりのある子」「生き生きした子」に基づき、心身ともに健全で豊かな人間性を持つ子どもを育てる
ことを目標とし、遊びや生活を通して様々な力が育まれる場所となる事を目指します。



８ 保育所整備に向けた保育サービス・子育て支援事業等の検討
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町としての総合的な子育て支援策を優先的かつ効果的に展開するためにも、新たな保育所の役割は大きなものになると考えます。

保育サービスについては、様々な保育ニーズの高まりの中、町立保育所としての役割も意識しつつ、保護者のニーズと働く保育士等の労働環境も
考慮しながら検討していきます。

保育サービス・子育て支援事業等 内 容

乳児（０歳児）保育
令和３年度現在の町立保育所入所可能年齢は１歳１０か月。
新たな保育所整備に伴い、体制整備を含めて最も優先する保育サービスとして検討します。

開所時間
令和３年度現在の開所時間は午前7時45分から午後6時00分（10時間15分）。
開所時間前・終了時間の延長についてニーズや利用実績、体制整備を含めて検討します。

地域子育て支援拠点事業
（地域子育て支援センター）

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他
援助を行う事業です。
森町保健センター（子育て世代包括支援センター）類似事業を精査、体制整備を含めて検討します。

放課後児童健全育成事業
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、健
全な育成を図る事業です。
森地区での放課後健全育成事業の実施場所について、関係部署と検討します。

一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、一時的な預かりや保護を行う事業
です。
実施するための体制整備も含めて検討します。

病児保育事業
病気や回復期の病児や突然の発熱などで集団保育が困難な児童を、保育所・病院等に付設された専用スペー
ス等において、看護師等が一時的に保育などする事業です。
専門的な要素を含む事から、体制整備を含めた実施の可能性について検討します。

児童発達支援・放課後等デイサービス
令和３年度現在、旧姫川小学校を利用し事業を実施しています。
施設は昭和５９年建設で今後、大規模な改修も見込まれるため、新たな保育所への併設が望ましいかなど事
業実施場所を含め、今後の方向性について関係部署と検討します。



９ 施設の規模について
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（１）定員について

新たな保育所の整備については、国の基準に基づく施設整備とし、尾白内保育所の施設規模や幼稚園、認可外保育施設入所児童数の推移を踏まえ
定員を概ね１3０人以内とします。

区 分 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合 計

定 員 １５人 ２０人 ２０人 ２５人 ２５人 ２５人 １３０人

最低必要
保育士数※ ５人 ４人 ４人 ２人 １人 １人 １７人

配置基準 3人につき1人 6人につき1人 6人につき1人 20人につき1人 30人につき1人 30人につき1人

※記載する必要保育士数は、国の児童福祉施設最低基準により算出した保育士数であり、実際には、障がい児等への保育士加配が必要となります。また、保育所では開所日が
月曜日から土曜日（週6日）であることや、開所時間が現在午前7時45分から午後6時00分まで（10時間15分）であることから、代替保育士等の配置も必要となります。

（２）建設に必要な敷地面積について

上記の定員規模を国の設置基準に照らし、屋外遊戯場も含めた建設に必要となる敷地面積については、併設する施設も想定し、概ね10,000㎡以
内とします。



１０ 施設建設候補地について

10

（１）地番（地目）及び地籍

茅部郡森町字森川町２７８番地２のうち（学校用地） 49,537㎡のうち

（２）候補地選定理由

施設建設候補地については、「施設建設に必要な面積を有する町有地であること」、「土砂災害警戒区域及び津波浸水想定区域外であること」、
「建築基準法及び都市計画法上での規制が無いこと」、「周辺道路からのアクセスが容易であること」、「森町保健センターと隣接することで連
携が図りやすいこと」などの要件を踏まえ選定しました。



１１ 今後のスケジュールについて
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今後の新たな保育所整備に向けたスケジュールについては、この保育所整備計画に基づき、町の子ども・子育て会議や保護者等への説明会を開催
し、皆さんのご意見をいただきながら、地質調査や測量、基本設計、実施設計業務を行い、令和７年度の供用開始を目指します。

年 度 スケジュール内容

令和2年度 ・幼児教育・保育施設等整備検討チーム設置

令和3年度

～

令和4年度

・幼児教育・保育施設等整備検討チームによる検討・協議。
・施設建設候補地の選定
・保育所整備計画策定
・施設運営形態、実施事業、併設施設等の決定
・保護者等説明会、町内会長へ説明
・子ども・子育て会議の開催
・地質調査・測量
・基本設計

令和5年度 ・実施設計

令和6年度 ・新築工事

令和7年度
・新築工事
・施設用備品納品
・供用開始


